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和(輪)のまちだより 
発 行   ２０２０年（令和２年）４月１日 

発行責任者   第四地区住民自治協議会 会長 

印 刷   有限会社 長野プリントサービス 

✰第四地区は「諏訪町」「西後町」「県町」「南県町」「妻科」「新田町」の６町で構成されています✰ 

20２０.０３.01 現在 第四地区現況 （ ）前年比 
世帯数／2,475 戸（108.3％） 人口／2,7７３人（101.５％） 
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防災士資格取得を希望する方は、必ずお読み下さい 
 【第四地区住民自治協議会の補助額】 

 第四地区にお住まいの防災士資格取得者にはつ

ぎの金額を補助します。 

防災士研修講座受講料       ５３，９００円 

防災士資格取得試験受験料     ３，０００円 

防災士資格認証登録料        ５，０００円 

受講場所までの往復交通費上限  １０，０００円 

補助額 上限       ７１，９００円 

【希望者の募集】 
この補助金制度を利用して防災士資格取得を希

望する方は下記までお申し込み下さい。（本制度の

年間定員は２名です。申込者が３名以上になった時

は事務局にて選考致しますのでご承知下さい） 

【お申し込み先】 
第四地区住民自治協議会事務局 

 ☎ＦＡＸ ２６２―１３６５（電話は平日 11:00～16:00） 

 E-MAIL dai4@feel.ne.jp 
 お申込締切 ４月３０日（木） 

【申込が受理された方】 
本制度適用が決定した方にはご連絡を差し上

げます。連絡を受けた方は、本年度中の受講と受

験の日程等を確認し、試験会場と日程の決定及び

申し込みはご本人にして頂きます。試験等全てが

終了した後、防災士認定証の提示をもって、右の

額を補助します。 

【資格取得後は？】 
防災士資格取得試験に合格し、防災士になった

方は第四地区住民自治協議会の評議委員として

「安全部会」に所属頂き、地区の安心・安全のため

に活躍して頂きます。 

【お問い合わせ】 
第四地区住民自治協議会事務局 

（担当／手塚、福澤） 

☎ＦＡＸ ２６２―１３６５ 

（問い合わせ電話 平日 13:00～16:00） 

E-MAIL dai4@feel.ne.jp 
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令和元年度の 
第四地区住⺠⾃治協議会を振り返って 

写真①「令和元年度評議委員会」 ②「安全部会地区内パトロ

ール」 ③「ペタンク大会」 ④「妻科白岩通り命名式」⑤「防

災訓練」 ⑥「いきいき交流会」 ⑦「エネルギー再生センタ

ー見学会」 ⑧「役員研修旅行」 ⑨「健康体操妻科教室」 

 第四地区住民自治協議会では、昨年長野市

を襲った台風１９号による洪水・浸水被害を目

の当たりにし、それ以降、万が一裾花川が氾濫

しても、住民全員が無事に避難できる仕組み

を確立させようと、検討を重ねています。 

 災害に対しては、何と言っても「我が身は自

分で守る」という自助が最も重要なことだと

いうことを、本紙を通じて訴えてきました。 

自力で避難できる方、あるいは歩行が若干

困難でも援助をする方が近隣にいる方は自力

で避難（自助）して頂くことが大前提になりま

すが、自力で避難できない、また援助してくれ

る人もいないという方を、いかにして無事避

難させるかを現在検討中です。 

住民自治協議会が 

現在検討している内容 
 

第四地区に避難指示、避難勧告が発令され

たとき、「避難行動要支援者台帳」掲載されて

いる方で、独居で単独歩行が困難な方、又は２

人世帯のうちの一人が単独歩行困難な方で、

身近に避難を援助する家族、知人がいない方

を、健常な住民の皆さまの力を借りて、無事避

難完了できる方法を現在、総務部会を中心

に、検討しています。 

実現困難なものにならないよう、あらゆる

方向から検討し、今年中を目途に皆さまにお

伝えできればと思っています。 
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住⺠⾃治協議会では 
検討を重ねています 


